
からのお知らせ市からのお知らせ市

67 問い合わせは各課のホームページ「組織の紹介」からも受け付けています。 広報  2019.6.1広報  2019.6.1 「やまとPSメール」の登録受け付け中！　t-yamato@sg-m.jpに空メールを送信してください。

国
保
は
旧
被
扶
養
者
減
免
の
減
免
期
間
な
ど
を
見
直
し

共
通
事
項

　

6
月
中
旬
に
、
今
年
度
の
通
知
書
を
発

送
し
ま
す
。
特
別
徴
収
で
は
な
い
人
や
口

座
振
替
を
し
て
い
な
い
人
に
は
納
付
書
を

同
封
し
ま
す
の
で
、
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
忘
れ
ず
に
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

※
市
は
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振

替
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。
納
付
書
が
同

封
さ
れ
て
い
る
人
に
は
、「
口
座
振
替
依

頼
書
」を
同
封
し
て
い
ま
す
。

※
通
知
書
な
ど
で
平
成
31
年
度
と
表
示
さ

れ
て
い
る
も
の
は
令
和
元
年
度
と
、
平

成
32
年
度
と
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は

令
和
2
年
度
と
読
み
替
え
て
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
料

　

保
険
料
額
は
表
1
の
と
お
り
で
す
。

※
納
付
が
な
い
場
合
、
未
納
期
間
や
未
納

額
に
応
じ
て
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
制
限
を

受
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
公
的
年
金
等
収
入
金
額
と
は
、
老
齢
・

退
職
年
金
な
ど
市
・
県
民
税
課
税
対
象

の
年
金
収
入
の
こ
と
で
す
。
障
害
年
金

や
遺
族
年
金
は
課
税
対
象
外
の
た
め
、

含
ま
れ
ま
せ
ん
。

※
合
計
所
得
金
額
と
は
、
年
金
所
得
、
給

与
所
得
、
不
動
産
所
得
、
配
当
所
得
な

ど
平
成
30
年
中
の
本
人
の
各
所
得
の
合

計
で
、
社
会
保
険
料
控
除
、
医
療
費
控

除
お
よ
び
株
式
の
譲
渡
損
失
な
ど
を
控

除
す
る
前
の
金
額
で
す
。
平
成
30
年
度

世帯全体の所得額

変更前 変更後

軽減率
５割

「 3 3 万 円 ＋ 2 7 万
5,000円×被保険者
数」以下の世帯

「33万円＋28万円×被
保険者数」以下の世帯

軽減率
２割

「33万円＋50万円×
被保険者数」以下の世
帯

「33万円＋51万円×被
保険者数」以下の世帯

平成29年度 平成30年度 平成31年度
（令和元年度） 令和2年度

夫 76歳
（後期高齢）

77歳
（後期高齢）

78歳
（後期高齢）

79歳
（後期高齢）

妻 72歳
（国保）

73歳
（国保）

74歳
（国保）

75歳
（後期高齢）

妻の所得割 減免（全額） 減免（全額） 減免（全額）
減免の対象外
（後期高齢へ
移行するため）

妻の均等割 減免（5割） 減免（5割） 減免しない

妻の平等割 減免（5割） 減免（5割） 減免しない

平成29年度 平成30年度 平成31年度
（令和元年度） 令和2年度

夫 74歳
（被用者保険）

75歳
（後期高齢）

76歳
（後期高齢）

77歳
（後期高齢）

妻 70歳
（被扶養者）

71歳
（国保）

72歳
（国保）

73歳
（国保）

妻の所得割 ― 減免（全額） 減免（全額） 減免（全額）

妻の均等割 ― 減免（5割） 減免（5割） 減免しない

妻の平等割 ― 減免（5割） 減免（5割） 減免しない

【表2】軽減対象となる低所得者世帯

【例2】平成31年度（令和元年度）時点ですでに減免期間が2年経過している場合

【例1】平成31年度（令和元年度）時点で減免期間が1年経過している場合

※下線部が変更箇所。

※例 1・2 ともに国保単身世帯での例です（国保単身世帯でない場合は、平等割
額の減免はありません）。

介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
税
の
通
知
書
を
発
送

【表1】介護保険料額

か
ら
、
長
期
譲
渡
所
得
ま
た
は
短
期
譲

渡
所
得
に
係
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し

た
額
を
用
い
て
い
ま
す
。

問
市
役
所
介
護
保
険
課
保
険
管
理
係
☎（
２

６
０
）５
１
６
９
（
２
６
０
）５
１
５
８

国
民
健
康
保
険
税

■
今
年
度
の
変
更
点

①
課
税
上
限
額
を
変
更

　

医
療
給
付
費
分
の
上
限
額
が
58
万
円
か

ら
61
万
円
に
な
り
ま
す
。

②
低
所
得
者
層
の
軽
減
対
象
世
帯
を
拡
大

　

均
等
割
額
と
平
等
割
額
の
軽
減
率
が
５

割
・
２
割
と
な
る
対
象
世
帯
を
そ
れ
ぞ
れ

拡
大
し
ま
す（
表
2
参
照
）。

段階 対　象 年額（円）

第1

本人および世
帯全員が市民
税非課税

生活保護や老齢福祉年金の受給者

25,644

第2
本人の公的年金等収入金額と合計所
得から年金収入に係る所得を控除し
た金額の合計が80万円以下

第3
本人の公的年金等収入金額と合計所
得から年金収入に係る所得を控除し
た金額の合計が80万円を超え120
万円以下

39,321

第4
本人の公的年金等収入金額と合計所
得から年金収入に係る所得を控除し
た金額の合計が120万円を超える

49,579

第5 本人は市民税
非課税で世帯
員の誰かが市
民税課税

本人の公的年金等収入金額と合計所
得から年金収入に係る所得を控除し
た金額の合計が80万円以下

61,546

第6
本人の公的年金等収入金額と合計所
得から年金収入に係る所得を控除し
た金額の合計が80万円を超える

68,385

第7

本人が市民税
課税

本人の合計所得金額が125万円未満 78,642

第8 本人の合計所得金額が125万円以上
200万円未満 85,481

第9 本人の合計所得金額が200万円以上
300万円未満 102,577

第10 本人の合計所得金額が300万円以上
400万円未満 109,416

第11 本人の合計所得金額が400万円以上
600万円未満 116,254

第12 本人の合計所得金額が600万円以上
800万円未満 133,350

第13 本人の合計所得金額が800万円以上
1,000万円未満 140,189

第14 本人の合計所得金額が1,000万円以
上1,500万円未満 147,027

第15 本人の合計所得金額が1,500万円以
上2,500万円未満 157,285

第16 本人の合計所得金額が2,500万円以
上 170,962

問
市
役
所
保
険
年
金
課
国
保
年
金
係
☎

（
２
６
０
）５
１
１
４
（
２
６
０
）５
１
５
８

③
旧
被
扶
養
者
減
免
の
減
免
期
間
を
見
直
し

　

75
歳
以
上
の
人
が
被
用
者
保
険
か
ら
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
被
扶
養
者（
65
歳
以
上
75
歳
未

満
、
以
下「
旧
被
扶
養
者
」と
い
う
）が
国
民

健
康
保
険
に
加
入
す
る
場
合
に
は
減
免
措

置
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
平
成
31
年
度
以

降
の
年
度
分
の
保
険
税
算
定
で
は
、
旧
被

扶
養
者
に
係
る
均
等
割
額
、
平
等
割
額
に

つ
い
て
は
、
資
格
取
得
日
の
属
す
る
月
か

ら
２
年
間
に
限
り
、
減
免
を
実
施
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す（
例
1
・
2
参
照
）。

所
得
割
額
▼
全
額
減
免（
変
更
な
し
）

均
等
割
額
▼
半
額
減
免
が
、
資
格
取
得
日

の
属
す
る
月
か
ら
２
年
間
に
限
ら
れ
ま

す
。

平
等
割
額
▼
国
保
単
身
世
帯
に
適
用
し
て

い
る
半
額
減
免
が
、
資
格
取
得
日
の
属

す
る
月
か
ら
２
年
間
に
限
ら
れ
ま
す
。

　入居は10月予定で、書類審査や実態調査で選考します。
■申し込み資格
　次のすべてに該当する人／①申込者が成人、②夫婦や親
子などの家族、③継続して3年以上大和市に居住、④世帯
収入（控除などを計算後の月収額）が一般世帯15万8,000円
以下、60歳以上の人の世帯（同居者が18歳未満または60
歳以上）や障がい者世帯など21万4,000円以下、⑤市税な
どの滞納がない、⑥住宅を所有していない、⑦申込者およ
び同居者が暴力団員でない、⑧市の条例などを守り、円満
に共同生活ができる。
■「募集のしおり」の配布
と　き▶6月15日（土）まで
ところ▶市役所街づくり総務課・情報公開コーナー、保健
福祉センター、ポラリス、各分室・連絡所、各学習センター。
■申し込み
と　き▶6月12日（水）・14日（金）・15日（土）午前9時30
分～11時30分・午後1時30分～4時30分、6月13日（木）
午後1時30分～4時30分・5時30分～7時30分

ところ▶市役所会議室棟。

問市役所街づくり総務課住宅係☎（260）5422 
（264）6105または指定管理者（（株）日立ビルシス
テム大和受付センター）☎（262）8800

市営住宅の入居者を募集
対象▶㋐65歳以上の人と60歳以上の人のみで構成される世帯、㋑車いす専
用住戸のため、障害者手帳1～4級を持ち常時車いすを使用する人と同居
する世帯、㋒2人以上の世帯、㋓3人以上の世帯／募集数▶いずれも1戸。

※単身者向け住宅の募集はありません。

住宅名 所在地 住戸タイプ 階層 家賃額（円）

㋐

つきみ野
住宅

つきみ野
5-3

3DK
（3号棟） 2階 22,300～

43,800
3DK
（4号棟） 2階 22,600～

44,400

渋谷住宅 渋谷1-13

3DK
（1号棟） 2階 23,600～

46,400
3DK
（2号棟） 1階 24,000～

47,200

㋑ 緑野（高
層）住宅

中央林間
1-8-13 3LDK（B棟） 1階 35,600～

69,800

㋒

つきみ野
住宅

つきみ野
5-3

3DK
（2号棟） 3階 21,900～

43,100
3DK
（5号棟） 3階 23,700～

46,500
鶴間台
住宅 鶴間1-17-1 2LDK 4階 30,700～

60,300
やよい
住宅 中央5-16 3DK

（1号棟） 3階 27,900～
54,700

㋓ 鶴間台
住宅 鶴間1-17-1 3LDK 3階 35,100～

69,000




